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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カメラ本体に着脱可能な交換レンズであって、
　絞りと、
　前記絞りを駆動する駆動手段と、
　前記カメラ本体と通信する通信手段と、
　カメラ本体の撮影設定に対応する指示情報と、前記指示情報に対応する前記駆動手段の
駆動速度に関する情報とを情報対として、複数対記憶する記憶手段と、
　前記駆動手段の駆動速度を設定する制御手段と、を備え、
　前記通信手段は、前記カメラ本体に前記交換レンズが装着されている場合において、前
記記憶手段が記憶している指示情報を前記カメラ本体に送信した後、前記カメラ本体が撮
影設定に応じて選択した指示情報を前記カメラ本体から取得し、
　前記制御手段は、前記通信手段が前記カメラ本体から取得した指示情報に基づいて、当
該指示情報に対応する前記駆動手段の駆動速度に関する情報を前記記憶手段から読み出し
、前記読み出した情報に基づいて前記駆動手段の駆動速度を設定する、交換レンズ。
【請求項２】
　請求項１に記載の交換レンズに着脱可能なカメラ本体であって、
　前記交換レンズと通信するカメラ側通信手段と、
　前記カメラ側通信手段を介して前記交換レンズから取得した前記指示情報を記憶するカ
メラ側記憶手段と、
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　撮影設定に応じて、前記カメラ側記憶手段に記憶した前記指示情報を選択し、前記カメ
ラ側通信手段を介して、前記交換レンズに前記選択した指示情報を送信させるカメラ側制
御手段を備える、カメラ本体。
【請求項３】
　交換レンズと、前記交換レンズに着脱可能なカメラ本体と、を備える撮像装置であって
、
　前記交換レンズは、
　　絞りと、
　　前記絞りを駆動する駆動手段と、
　　前記カメラ本体と通信する通信手段と、
　　カメラ本体の撮影設定に対応する指示情報と、前記指示情報に対応する前記駆動手段
の駆動速度に関する情報とを情報対として、複数対記憶する記憶手段と、
　　前記駆動手段の駆動速度を設定する制御手段と、を有し、
　　前記通信手段は、前記カメラ本体に前記交換レンズが装着されているとき、前記記憶
手段が記憶している指示情報を前記カメラ本体に送信した後、前記カメラ本体が撮影設定
に応じて選択した指示情報を前記カメラ本体から取得し、
　　前記制御手段は、前記通信手段が前記カメラ本体から取得した指示情報に基づいて、
当該指示情報に対応する前記駆動手段の駆動速度に関する情報を前記記憶手段から読み出
し、前記読み出した情報に基づいて前記駆動手段の駆動速度を設定し、
　前記カメラ本体は、
　　前記交換レンズと通信するカメラ側通信手段と、
　　前記カメラ側通信手段を介して前記交換レンズから取得した前記指示情報を記憶する
カメラ側記憶手段と、
　　撮影設定に応じて、前記カメラ側記憶手段に記憶した前記指示情報を選択し、前記カ
メラ側通信手段を介して、前記交換レンズに前記選択した指示情報を送信させるカメラ側
制御手段と、を有する、撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、カメラ本体に着脱可能な交換レンズに関する。また、交換レンズに着脱可能な
交換レンズに関する。また、交換レンズおよびカメラ本体を備える撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の撮像装置には、特許文献１に記載するようなものが存在する。
【０００３】
　この撮像装置は、静止画像と動画像を撮影可能に構成され、静止画像と動画像の撮影に
対して、それぞれ適した条件の制御を行えるようにしたものである。これによって、良好
な出力画像を得ることができるようにしている。
【０００４】
　具体的には、この撮像装置は、レンズによって被写体像をＣＣＤセンサ上に結像させる
。ＣＣＤセンサで出力される画像データは、信号処理プロセッサで処理され、液晶モニタ
に表示される。この際、信号処理プロセッサに接続されたＣＰＵは、画像データから被写
体の明るさを検出し、その検出結果に応じて絞りを制御する。これによって、ＣＣＤセン
サの露光量を調整できるようにしている。この時、ＣＰＵは、操作部で静止画像撮影が選
択されている場合、ＣＣＤセンサの露光量を調整するため（絞りを制御するため）の応答
速度（絞りの駆動速度）を速く設定する。これによって、静止画像撮影の場合、より素早
く撮影を行うことができるようになる。一方、ＣＰＵは、操作部で動画像撮影が選択され
ている場合、ＣＣＤセンサの露光量を調整するための応答速度を遅く設定する。
【０００５】
　これによって、撮像装置は、静止画像撮影を行う場合、絞りの駆動速度を速くなるよう
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に制御でき、動画像撮影を行う場合、絞りの駆動速度を遅くなるように制御できる。その
ため、画像データとして良好な画像データを出力可能となる。
【０００６】
　なお、静止画像撮影を行う場合と、動画像撮影を行う場合で、絞りの駆動速度を異なる
ようにする必要性については、特許文献１の０００３～０００５段落を参照されたい。
【特許文献１】特開平９－９３４８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、このような撮像装置が、カメラ本体と、カメラ本体に着脱可能な交換レンズ
とで構成された場合、下記の問題を有する。すなわち、このカメラ本体は、カメラ本体に
着脱される交換レンズの各々に対して、より適した絞りの駆動制御ができない。これは、
各々の交換レンズによって仕様が異なるからである。具体的に説明すると、カメラ本体が
、異なる交換レンズに対して同じ絞り駆動速度を送信することによって、絞り駆動部を制
御したとする。この場合、各交換レンズの構成や仕様が異なるため、同じ絞り値から同じ
絞り値まで変更するのであっても、絞りの駆動時間が異なる。この絞りの駆動時間の違い
により、撮像素子で順次生成される画像データは、ＡＥ制御等が不安定な状態で撮像され
た画像データとなる。すなわち、交換レンズによって各々仕様が異なるため、カメラ本体
が、より適した絞りの調整を行なうことは困難である。なお、交換レンズに関する仕様を
カメラ本体が取得できたとしても、絞りの調整に必要な絞りの駆動速度を求めるためには
、煩雑な計算が必要となる。
【０００８】
　そこで、本発明は、上記課題を解決するために、カメラ本体と着脱可能な交換レンズで
あって、カメラ本体においてより最適な動画像を生成するための交換レンズを提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　すなわち、本発明は、カメラ本体に着脱可能な交換レンズであって、絞りと、前記絞り
を駆動する駆動手段と、前記カメラ本体から指示情報を取得する取得手段と、前記取得手
段により取得し得る指示情報と、前記指示情報に対応する前記駆動手段の駆動速度に関す
る情報とを情報対として、複数対記憶する記憶手段と、前記取得手段で取得した指示情報
に基づいて、前記記憶手段から前記取得した指示情報に対応する前記駆動手段の駆動速度
に関する情報を読み出し、前記読み出した情報に基づいて前記駆動手段の駆動速度を設定
する制御手段と、を備える。
【００１０】
　このようにすれば、交換レンズは、カメラ本体から指示を受け付けるだけで、この指示
に対応した絞りの駆動速度を判断できるので、交換レンズの仕様に、より適合した駆動速
度で絞りを制御できるようになる。
【００１１】
　また、好ましくは、前記受付手段で受け付けた指示は、前記絞りの駆動速度に関する情
報である、請求項１に記載の交換レンズ。
【００１２】
　また、好ましくは、前記受付手段で受け付けた指示は、前記絞りの駆動速度に関する情
報とは異なる情報である。
【００１３】
　加えて、好ましくは、前記受付手段で受け付けた指示は、予めカメラ本体に記憶された
情報である。
【００１４】
　また、好ましくは、前記受付手段で受付可能な指示には、録音時であることの指示を含
む。
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【００１５】
　他の手段として、前記交換レンズに着脱可能なカメラ本体であって、前記交換レンズに
指示を送信する送信手段を備える。
【００１６】
　また、他の手段として、前記交換レンズに着脱可能なカメラ本体であって、前記絞りの
駆動速度に関する情報を前記交換レンズに送信する送信手段を備える。
【００１７】
　また、他の手段として、前記交換レンズに着脱可能なカメラ本体であって、前記絞りの
駆動速度に関する情報と異なる情報を前記交換レンズに送信する送信手段を備える。
【００１８】
　また、他の手段として、前記交換レンズに着脱可能なカメラ本体であって、予め前記絞
りの駆動速度に関する情報を記憶した記憶媒体と、前記記憶媒体に記憶された絞りの駆動
速度に関する情報を読み出して、前記交換レンズに送信する送信手段と、を備える。
【００１９】
　他の手段として、交換レンズと、前記交換レンズに着脱可能なカメラ本体と、を備える
撮像装置であって、前記交換レンズは、絞りと、前記絞りを駆動する駆動手段と、前記カ
メラ本体から指示情報を取得する取得手段と、前記取得手段により取得し得る指示情報と
、前記指示情報に対応する前記駆動手段の駆動速度に関する情報とを情報対として、複数
対記憶する記憶手段と、前記取得手段で取得した指示情報に基づいて、前記記憶手段から
前記取得した指示情報に対応する前記駆動手段の駆動速度に関する情報を読み出し、前記
読み出した情報に基づいて前記駆動手段の駆動速度を設定する制御手段と、を有し、前記
カメラ本体は、前記交換レンズ本体に指示情報を送信する送信手段を有する。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明は、カメラ本体においてより最適な動画像を生成するための交換レンズを提供す
ることを目的とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
（実施の形態１）
　以下、本発明の一実施形態について図面を参照して説明する。本実施の形態は、デジタ
ルカメラ１に適用した例を説明する。
【００２２】
　１．構成
　１－１　全体構成の概要
　図１は、本実施の形態に係るデジタルカメラ１の斜視図である。図２は、本実施の形態
に係るデジタルカメラ１の構成図である。
【００２３】
　本実施の形態のデジタルカメラ１は、カメラ本体２と、カメラ本体２に着脱可能な交換
レンズ３と、を備える。
【００２４】
　カメラ本体２は、ＣＭＯＳセンサ２０１、シャッタ２０２、信号処理プロセッサ２０３
（ＤＳＰ）、バッファメモリ２０４、液晶モニタ２０５、電子ビューファインダー２０６
（ＥＶＦ）、電源２０７、ボディマウント２０８、フラッシュメモリ２０９、カードスロ
ット２１０、ＣＰＵ２１１、シャッタスイッチ２１２、ストロボ２１３、マイク２１４、
およびスピーカー２１５を備える。
【００２５】
　また交換レンズ３は、レンズマウント３０１、ズームレンズ３０３やフォーカスレンズ
３０４を含むレンズ系、ズームレンズ３０３を駆動させるズーム駆動部３０５、フォーカ
スレンズ３０４を駆動させるフォーカス駆動部３０６、絞り３０７、絞り３０７を駆動さ
せる絞り駆動部３０８、ズームリング３０９、フォーカスリング３１０、カメラ本体２か
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ら指示を受け付けるレンズコントローラ３１１、および、モードに応じた絞りの駆動速度
を表す駆動速度テーブルを記憶したフラッシュメモリ３１２と、を備える。駆動速度テー
ブルは、絞り駆動部３０８の駆動速度の設定範囲内のうちいずれかの設定値を示す情報と
、レンズコントローラ３１１で受け付けた指示のうちいずれかを示す情報とを情報対とし
た複数の情報である。すなわち、駆動速度テーブルは、図３のように、高速モードに関す
る情報と、低速モードに関する情報とを格納する。各々のモードに関する情報には、一意
な情報である駆動速度フラグ（絞りに関する情報）と、絞りを駆動する速度に関する情報
である絞り駆動速度とが対応付けされている。この駆動速度テーブルは、カメラ本体２に
交換レンズ３が装着された際に、レンズコントローラ３１１によって、カメラ本体２に送
信される（図４）。以下、具体的に説明する。
【００２６】
　１－２　カメラ本体２の構成
　カメラ本体２は、交換レンズ３のレンズ系によって集光された被写体像を撮像して、画
像データとして記録できるように構成されている。
【００２７】
　ＣＭＯＳセンサ２０１は、受光素子と、ＡＧＣ（ゲイン・コントロール・アンプ）と、
ＡＤコンバータを含んで構成される。受光素子は、レンズ系によって集光された光学的信
号を電気信号に変換し、画像データを生成する。またＡＧＣは、ＣＭＯＳセンサ２０１か
ら出力された電気信号を増幅するものである。ＡＤコンバータは、ＣＭＯＳセンサ２０１
から出力された電気信号をデジタル信号に変換するものである。なお、ＣＭＯＳセンサ２
０１は、ＣＰＵ２１１から受信した制御信号に従って、露光、転送、電子シャッタなどの
各種の動作を行う。
【００２８】
　メカシャッタ２０２は、レンズ系を介して入射された、ＣＭＯＳセンサ２０１に対する
光学的信号の遮断又は通過を切り替える。メカシャッタ２０２は、メカシャッタ駆動部に
よって駆動される。メカシャッタ駆動部は、メカシャッタ駆動部は、モータ、バネ等の機
構部品からなり、ＣＰＵ２１１の制御によって、メカシャッタ２０２を駆動する。要する
に、メカシャッタ２０２は、開けたり閉じたりして、ＣＭＯＳセンサ２０１に当たる光の
量を時間的に調整するものである。
【００２９】
　信号処理プロセッサ２０３（ＤＳＰ）は、ＡＤコンバータによってデジタル信号に変換
された画像データに、所定の画像処理を施すものである。所定の画像処理としては、ガン
マ変換、ＹＣ変換、電子ズーム処理、圧縮処理、伸張処理等が考えられるが、これに限ら
れるものではない。
【００３０】
　バッファメモリ２０４は、信号処理プロセッサ２０３で処理を行う際、および、ＣＰＵ
２１１で制御処理を行う際に、ワークメモリとして作用する。バッファメモリ２０４は、
例えば、ＤＲＡＭなどで実現可能である。
【００３１】
　液晶モニタ２０５は、カメラ本体２の背面に配置されるものであり、ＣＭＯＳセンサ２
０１で生成された画像データまたはその画像データに所定の処理が施された画像データを
表示可能である。ここで液晶モニタ２０５に入力される画像信号は、信号処理プロセッサ
２０３から液晶モニタ２０５に出力される際、ＤＡコンバータによってデジタル信号から
アナログ信号に変換される。
【００３２】
　電子ビューファインダー２０６は、カメラ本体２に配置されるものであり、ＣＭＯＳセ
ンサ２０１で生成された画像データまたはその画像データに所定の処理が施された画像デ
ータを表示可能である。電子ビューファインダー２０６に入力される画像信号も同様に、
信号処理プロセッサ２０３から電子ビューファインダー２０６に出力される際、ＤＡコン
バータによってデジタル信号からアナログ信号に変換される。
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【００３３】
　ここで液晶モニタ２０５と電子ビューファインダー２０６への表示は、表示切替手段２
１７によって、一方に表示されるようにしている。すなわち、液晶モニタ２０５に画像が
表示されている間は、電子ビューファインダー２０６には何も表示されない。また、電子
ビューファインダー２０６に画像が表示されている間は、液晶モニタ２０５には何も表示
されないように構成されている。表示切替手段２１７は、例えば、切り替えスイッチなど
の物理的な構造で実現することができる。例えば、信号処理プロセッサ２０３と液晶モニ
タ２０５が電気的に接続されている場合、切り替えスイッチが切り替えられることによっ
て、信号処理プロセッサ２０３と液晶モニタ２０５との電気的な接続が切断され、信号処
理プロセッサ２０３と電子ビューファインダー２０６とが電気的に接続される。なお上記
に限られず、表示切替手段２１７は、ＣＰＵ２１１などから制御信号に基づいて、液晶モ
ニタ２０５と電子ビューファインダー２０６への表示の切り替えを行なってもよい。
【００３４】
　以上のように、液晶モニタへの表示と、電気ビューファインダーへの表示とを切り替え
るようにしている。但し、これは、構成上の制限からくる問題であるため、液晶モニタへ
の表示と、電子ビューファインダーへの表示を同時に行なうようにしてもかまわない。こ
こで、同時に表示する場合、液晶モニタに表示する画像と、電子ビューファンダーへ表示
する画像は、同じ画像であっても、違う画像であってもかまわない。
【００３５】
　電源２０７は、デジタルカメラ１で消費するための電力を供給する。電源２０７は、例
えば乾電池であってもよいし、充電池であってもよい。また、電源２０７コードにより外
部から供給される電力をデジタルカメラ１に供給するものであってもよい。
【００３６】
　ボディマウント２０８は、交換レンズ３のレンズマウント３０１と相俟って、交換レン
ズ３の着脱を可能にする部材である。ボディマウント２０８は、交換レンズ３と接続端子
等を用い電気的に接続可能であるとともに、係止部材等のメカニカルな部材によって機械
的にも接続可能である。ボディマウント２０８は、交換レンズ３に含まれるレンズコント
ローラ３１１からの信号をＣＰＵ２１１へ出力できるとともに、ＣＰＵ２１１からの信号
を交換レンズ３のレンズコントローラ３１１に出力できる。すなわち、ＣＰＵ２１１は、
交換レンズ３側のレンズコントローラ３１１と制御信号やレンズ系に関する情報などを送
受信可能である。
【００３７】
　フラッシュメモリ２０９は、内蔵メモリとして用いられる記憶媒体である。フラッシュ
メモリ２０９は、画像データまたはその画像データに所定の処理が施された画像データを
記憶可能である。また、デジタル化された音声信号も記憶可能である。加えて、画像デー
タや音声信号の他にＣＰＵ２１１の制御のためのプログラムや設定値などを記憶可能であ
る。
【００３８】
　カードスロット２１０は、メモリカード２１８を着脱するためのスロットである。メモ
リカード２１８は、画像データまたはその画像データに所定の処理が施された画像データ
を記憶可能である。また、デジタル化された音声信号も記憶可能である。要するにメモリ
カード２１８は、記憶媒体である。
【００３９】
　ＣＰＵ２１１は、カメラ本体全体を制御するものである。ＣＰＵ２１１は、マイクロコ
ンピュータで実現してもよく、ハードワイヤードな回路で実現してもよい。すなわち、Ｃ
ＰＵ２１１は、各種の制御を実行する。以下、具体的に説明する。
【００４０】
　まず、ＣＰＵ２１１は、カメラ本体２に交換レンズ３が装着されると、レンズコントロ
ーラ３１１から駆動速度テーブルを取得する。そしてＣＰＵ２１１は、この駆動速度テー
ブルを、フラッシュメモリ２０９に記憶する。
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【００４１】
　また、ＣＰＵ２１１は、交換レンズ３の絞りの変更を受け付ける。例えば、ＣＰＵ２１
１は、使用者がカメラ本体２に設けられた操作部材を操作したことを検知して、絞りの変
更を受け付ける。他には、ＣＰＵ２１１が、ＣＭＯＳセンサ２０１で生成された画像デー
タから被写体の明るさを検出する。そしてＣＰＵ２１１は、この検出結果に基づいて、絞
りを変更する必要があると判断した場合、絞りの変更を受け付ける。絞りの変更が必要な
場合とは、例えば、被写体の明るさが所定以上暗くなった場合等である。
【００４２】
　ＣＰＵ２１１は、絞りの変更を受け付けると、この絞りの変更が静止画像撮影に対する
絞りの変更か、動画像撮影に対する絞りの変更かを判断する。ＣＰＵ２１１は、静止画像
撮影に対する絞りの変更であると判断した場合、交換レンズ３に対して、絞りを調整する
ための制御信号（絞り値）と、静止画像撮影に応じた駆動速度フラグ（この場合、フラグ
１）を送信する（図４）。一方、ＣＰＵ２１１は、動画像撮影に対する絞りの変更である
と判断した場合、交換レンズ３に対して、絞りを調整するための制御信号（絞り値）と、
動画像撮影に応じた駆動速度フラグ（この場合、フラグ２）を送信する（図４）。
【００４３】
　なお、絞りの変更が、静止画像撮影に対する絞りの変更か、動画像撮影に対する絞りの
変更かの判断ついては、特に限定されない。例えば、図９で示すように、静止画像撮影の
ため、シャッタスイッチの全押し操作がされた後で、ＣＭＯＳセンサ２０１で撮像が開始
されるまでは、静止画像撮影に対する絞りの変更となる。また、動画像撮影中に受け付け
た絞りの変更は、基本的に動画像撮影に対する絞りの変更となる。なお、動画撮影に対す
る絞りの変更の例外として、上記の静止画撮影のため、シャッタスイッチの全押しされて
から、静止画像撮影が行われるまでの間がある。この間は、静止画像撮影に対する絞りの
変更として、駆動速度フラグ（フラグ１）を交換レンズ２に送信する。上記は一例であり
、これに限定されるものではない。なお、絞りの変更が、静止画像撮影および動画像撮影
に対する絞りの変更に含まれない場合、本実施の形態では、高速で絞りを駆動させるため
、駆動速度フラグ（フラグ１）を絞り値と一緒に交換レンズ３に送信する。
【００４４】
　シャッタスイッチ２１２は、カメラ本体２の上面に設けられた釦であり、使用者からの
半押しおよび全押し操作を検知する操作手段である。シャッタスイッチ２１２は、使用者
から半押し操作を受け付けると、半押し信号をＣＰＵ２１１に出力する。一方、シャッタ
スイッチ２１２は、使用者から全押し操作を受け付けると、全押し信号をＣＰＵ２１１に
出力する。これらの信号に基づいて、ＣＰＵ２１１は様々な制御を行なう。
【００４５】
　ストロボ２１３は、ＣＰＵ２１１からの制御信号に基づいて、被写体に対して光の照射
を行なうものである。例えば、ストロボ２１３は、キセノンランプやコンデンサー等を用
いて実現できる。このように構成した場合、ストロボ２１３は、コンデンサーに高電圧の
電荷を蓄積しておき、この電荷をキセノンランプの電極に加えることによって、光の照射
するようにしている。
【００４６】
　マイク２１４は、音声を電気信号に変換するものである。このマイク２１４から出力さ
れた電気信号は、ＡＤコンバータによってデジタル信号に変換される。ＡＤコンバータで
変換されたデジタル信号は、ＣＰＵ２１１の制御に従って、フラッシュメモリ２０９また
はメモリカード２１８に記憶される。
【００４７】
　スピーカー２１５は、電気信号を音声に変換するものである。ここでスピーカー２１５
へ入力される電気信号は、ＤＡコンバータでデジタル信号から電気信号に変換されたもの
である。ＤＡコンバータへの出力は、ＣＰＵ２１１の制御によって、フラッシュメモリ２
０９またはメモリカード２１８から読み出されたデジタル信号が出力される。
【００４８】
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　１－３　交換レンズ３の構成
　レンズ系は、ズームレンズ３０３とフォーカスレンズ３０４と対物レンズ３０２を含ん
で構成され、被写体からの光を集光する。ズームレンズ３０３は、ズーム駆動部３０５又
はズームリング３０９によって駆動され、ズーム倍率を調整するものである。フォーカス
レンズ３０４は、フォーカス駆動部３０６又はフォーカスリング３１０によって駆動され
、ピントの調節を行なうようにしたものである。要するに、フォーカスレンズ３０４やズ
ームレンズ３０３は可動レンズである。
【００４９】
　ズーム駆動部３０５は、レンズコントローラ３１１の制御にしたがって、ズームレンズ
３０３を駆動させるようにしたものである。また、フォーカス駆動部３０６は、レンズコ
ントローラ３１１の制御にしたがって、フォーカスレンズ３０４を駆動させるようにした
ものである。
【００５０】
　絞り３０７は、レンズ系を通過する光の量を調整するものである。例えば、光の調整は
、５枚羽根などで構成される開口部を大きくしたり、小さくしたりすることで可能である
。
【００５１】
　絞り駆動部３０８は、絞り３０７の開口部の大きさを変更するものである。実施の形態
１では、レンズコントローラ３１１の制御に基づいて、絞り３０７の開口部の大きさを変
更するようにしている。ここで開口部の大きさは、Ｆ値によって指定可能である。なお、
絞り駆動部３０８は、レンズコントローラ３１１からの制御に基づいて、絞り３０７を駆
動するようにしているが、これに限られず、機械的な方法によって駆動させてもよい。こ
の場合、ボディマウント２０８に連動ピンを設け、この連動ピンの駆動を絞り駆動部３０
８が受けて、絞り３０７を駆動させることで可能となる。連動ピンは、ＣＰＵ２１１によ
り制御されたモータなどで駆動される。
【００５２】
　絞り駆動部３０８は、レンズコントローラ３１１からの制御に基づいて、絞り３０７を
駆動するようにしている。この場合、絞り駆動部３０８は、レンズコントローラ３１１か
ら絞りを調整するための制御信号（絞り値又は駆動量）および絞りの駆動速度を取得する
。したがって、絞り駆動部３０８は、この絞りの駆動速度に応じて、絞りを駆動する。絞
り駆動部３０８による駆動速度の変更方法については、特に限定されないが、例えば、絞
りを駆動するモータに対する電流を変更することで可能になる。
【００５３】
　ズームリング３０９は、交換レンズ３の外装に設けられ、使用者からの操作に応じて、
ズームレンズ３０３を駆動させるものである。また、フォーカスリング３１０は、交換レ
ンズ３の外装に設けられ、使用者からの操作に応じて、フォーカスレンズ３０４を駆動さ
せるものである。
【００５４】
　レンズコントローラ３１１は、交換レンズ３全体を制御するものである。レンズコント
ローラ３１１は、マイクロコンピュータで実現してもよく、ハードワイヤードな回路で実
現してもよい。
【００５５】
　レンズコントローラ３１１は、カメラ本体２からの指示を受け付けた場合、フラッシュ
メモリ３１２に記憶された駆動速度テーブルを利用して、カメラ本体２から受け付けた指
示に応じた、絞りの駆動速度を読み出す。例えば、レンズコントローラ３１１が、カメラ
本体２から駆動速度フラグとして、フラグ１を受け付けていた場合、絞り駆動速度１５０
ＡＶ／ｓｅｃを読み出す。そしてレンズコントローラ３１１は、この絞り駆動速度に基づ
いて、絞り駆動部３０８の駆動速度を設定する。なお、本実施の形態では、ＣＰＵ２１１
から、絞りを調整するための制御信号を受信する際に、駆動速度フラグを受け付けるよう
になっている。そのため、レンズコントローラ３１１は、絞り駆動部３０８に対して、絞
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りを調整するための制御信号を送信すると共に、絞りの駆動速度を送信する。これによっ
て、カメラ本体２が交換レンズ３に指示する絞りの変更ごとに、絞りの駆動速度を調整で
きるようになる。
【００５６】
　２．動作
　上記のように構成したデジタルカメラ１の動作について、図５～図８のフローチャート
を用いて説明する。この動作例では、カメラ本体２から交換レンズ３が取り外された状態
から説明を行なう。
【００５７】
　まず、図５のように、カメラ本体２に、交換レンズ３が装着されると（Ａ１）、交換レ
ンズ３は、カメラ本体２に対して、駆動速度テーブルを送信する（Ａ２）。これによって
、交換レンズ３は、図８の動作に移行する。一方、図６のように、カメラ本体２は、交換
レンズ３が装着されると、駆動速度テーブルを取得し（Ｂ１）、取得した駆動速度テーブ
ルをフラッシュメモリ２０９に記憶する（Ｂ２）。この後、カメラ本体２は、図７の動作
に移行する。
【００５８】
　図７のように、カメラ本体２は、絞りの変更がされたか否かを判別する（Ｃ１）。絞り
の変更がされた場合、カメラ本体２は、この変更に応じて、駆動速度フラグおよび絞りを
調整するための制御信号を、交換レンズ３に送信する（Ｃ２）。この際、カメラ本体２は
、絞りの変更が、静止画像撮影に対する絞りの変更または動画像撮影に対する絞りの変更
のどちらに当たるかを判断する。カメラ本体２は、絞りの変更が静止画像撮影に対する絞
りの変更であると判断した場合、フラッシュメモリ２０９に記憶された駆動速度テーブル
を利用して、駆動速度フラグ１を交換レンズ３に送信する。一方、カメラ本体２は、絞り
の変更が動画像撮影に対する絞りの変更であると判断した場合、フラッシュメモリ２０９
に記憶された駆動速度テーブルを利用して、駆動速度フラグ２を交換レンズ３に送信する
。
【００５９】
　この時、図８のように、交換レンズ３は、絞りを調整するための制御信号および駆動速
度フラグを受け付けたか否かを判別する（Ｄ１）。カメラ本体２からの指示（駆動速度フ
ラグ）を受け付けた場合、フラッシュメモリ３１２に記憶された駆動速度テーブルを利用
して、カメラ本体２から駆動速度フラグに応じた、絞りの駆動速度を読み出す（Ｄ２）。
例えば、駆動速度フラグがフラグ２の場合、絞りの駆動速度は、５０ＡＶ／ｓｅｃとなる
。この後、レンズコントローラ３１１は、絞りの駆動速度および絞りを調整するための制
御信号を絞り駆動部３０８に送信する（Ｄ３）。これによって、絞り駆動部３０８は、受
信した絞りの駆動速度で絞りを調整することができる。
【００６０】
　これによって、カメラ本体が駆動速度フラグを送信するだけで、交換レンズにより適し
た絞り駆動速度で、絞りを制御できる。
３．まとめ
　本実施の形態１における交換レンズ３は、カメラ本体２に着脱可能である。この交換レ
ンズは、絞り３０７と、絞り３０７を駆動する絞り駆動部３０８と、カメラ本体２から指
示を受け付けるレンズコントローラ３１１と、絞り駆動部３０８の駆動速度の設定範囲内
のうちいずれかの設定値を示す情報とレンズコントローラ３１１で受付可能な指示のうち
いずれかを示す情報とを情報対として、複数対記憶するフラッシュメモリ３１２と、レン
ズコントローラ３１１で受け付けた指示に応じて、フラッシュメモリ３１２から設定値を
示す情報を読み出し、この読み出した情報に基づいて絞り駆動部３０８の駆動速度を設定
するレンズコントローラ３１１と、を備える。
【００６１】
　このようにすれば、交換レンズは、カメラ本体から指示を受け付けるだけで、この指示
に対応した絞りの駆動速度を判断できるので、交換レンズの仕様により適合した絞りの駆
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動速度で絞りを制御できるようになる。
【００６２】
　例えば、図３に記載された駆動速度テーブルを持つ交換レンズと異なる交換レンズがカ
メラ本体に装着されたとする。この異なる交換レンズの駆動速度テーブルが、高速モード
の場合、１３０ＡＶ／ｓｅｃの駆動速度であり、低速モードの場合、４０ＡＶ／ｓｅｃで
あったとする。この場合、カメラ本体は、交換レンズが別の交換レンズに交換されたとし
ても、モードを意識して駆動速度フラグを送るだけでよくなる。したがって、カメラ本体
は、駆動速度を意識する必要がなくなる。
（他の実施の形態）
　本発明の実施の形態として、実施の形態１を例示した。しかし、本発明は、実施の形態
１に限定されず、他の実施の形態においても実現可能である。そこで、本発明の他の実施
の形態を以下まとめて説明する。
【００６３】
　本発明の実施の形態１では、受光素子、ＡＧＣ、ＡＤコンバータを備えるＣＭＯＳセン
サで構成した。しかし、これに限られず、例えば、ＣＣＤイメージセンサとＡＤコンバー
タを別々の部材で構成してもよい。撮像手段は、被写体像を撮像して、画像データ（デジ
タル信号又は電気信号）を生成できるものであれば、どのような構成であってもかまわな
い。なお、ＣＭＯＳセンサで構成した場合、電力の消費を減らすことができる。
【００６４】
　また、本発明の実施の形態１では、レンズコントローラ３１１で受け付けた指示のうち
いずれかを示す情報として、駆動速度フラグを、絞り駆動速度との情報対として記憶した
。しかし、これに限られず、例えば、高速モード又は低速モードのような情報と対にして
、記憶するようにしてもよい。すなわち、絞りの駆動速度に関する情報（例えば、モード
に応じた駆動速度フラグ等）とは異なる情報と対にしてもよい。この場合、例えば、動画
モード又は静止画モードのような情報と対にすることが可能である。このようにすれば、
カメラ本体は、動画モード又は静止画モードのみの情報を交換レンズに送信するだけで、
交換レンズが自動で最適な駆動速度を判定してくれるように構成できる。このようにした
場合、カメラ本体は、絞りの駆動速度に関する情報（高速モードが駆動速度フラグ１であ
るような情報）をいちいち交換レンズから取得する必要がなくなる。その他、録音時又は
録音時以外であることを示す情報と対にしてもよい。
【００６５】
　なお、上記では、交換レンズが受け付けた一つの情報（指示）に応じて、絞り駆動速度
のみを設定可能に構成した。しかしこれに限られず、交換レンズが受け付けた指示に応じ
て、複数のパラメータを設定可能にしてもよい。要するに、カメラ本体から行なわれる一
つの指示で、交換レンズが、例えば、最適な絞りの駆動速度と、最適なズームレンズの駆
動速度を自動で判定するように構成する。これによって、カメラ本体が、交換レンズに対
して、複数の指示を行う必要がなくなる。ここで複数のパラメータとしては、例えば、絞
りの駆動速度、ズームレンズの駆動速度、フォーカスレンズの駆動範囲などが考えられる
。このように構成すれば、カメラ本体が交換レンズに対して、録音時のような指示を与え
るだけで、交換レンズが絞りの調整やフォーカスレンズの調整などを自動で行なうことが
できるようになる。すなわち、カメラ本体は、交換レンズに対して、絞りに関する情報を
指示する必要がなくなる。
【００６６】
　さらに、本発明の実施の形態１では、交換レンズ３からカメラ本体２に対して、駆動速
度テーブルを送信するようにした。しかしこれに限られず、例えば、絞り駆動テーブルに
替えて、モード情報と、駆動速度フラグを送信するようにしてもよい。
【００６７】
　また、本発明の実施の形態１では、交換レンズ３からカメラ本体に対して、駆動速度テ
ーブルを送信するようにしたが、これに関する情報を送信しなくてもよい。すなわち、カ
メラ本体が、高速モードに対応する駆動速度フラグを予め記憶しておき、カメラ本体は、
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この駆動速度フラグを送信することで、絞りの駆動速度を制御するようにしてもよい。こ
のようにすれば、レンズ装着時等に、交換レンズからカメラ本体に対して、駆動速度に関
する情報を送信せずに、絞りの駆動速度を制御できるようになる。なお、駆動速度フラグ
が記憶される場所は、例えば、カメラ本体内のフラッシュメモリ、又は、メモリカードな
どの記憶媒体である。
【００６８】
　さらに、本発明の実施の形態１では、静止画像撮影の場合、高速モードで絞りを制御さ
せ、動画像撮影の場合、低速モードで絞りを制御させた。しかし、これに限られず、例え
ば、カメラ本体が録音していない場合、高速モードで絞りを制御させ、カメラ本体が録音
している場合、低速モードで絞りを制御させるようにしてもよい。このようにすれば、録
音時は、駆動速度を遅くし、録音時以外は、駆動速度を早くすることが可能であるため、
録音時の絞り駆動による雑音を低減できる。
【００６９】
　加えて、本発明の実施の形態１では、高速モードと低速モードで情報の対を作成したが
、これに限られない。例えば、中速モードを加えて、３つの情報対を記憶するようにして
もよい。
【００７０】
　また、本発明の実施の形態１では、カメラ本体において、交換レンズの絞りの変更を受
け付けた場合、この変更された絞り値に併せて、駆動速度フラグを交換レンズに送信する
ようにした。しかし、これに限られず、カメラ本体が、静止画撮影を可能にする静止画撮
影モードと、動画撮影を可能にする動画撮影モードを備え、これらのモードが切り替えら
れた場合に、カメラ本体が、モードに応じた駆動速度フラグを交換レンズに送信するよう
にしてもよい。
【００７１】
　また、本発明の実施の形態１では、交換レンズ３は、カメラ本体に装着時に、駆動速度
テーブルを、カメラ本体に送信するように構成した。しかしこれに限られず、カメラ本体
からの要求に応じて、交換レンズが駆動速度テーブルを送信するようにしてもよい。
【００７２】
　すなわち、本発明は、上記実施の形態に限られず、種々の形態で実現可能である。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　本発明は、カメラ本体に着脱可能な交換レンズに適用可能である。具体的には、デジタ
ルスチルカメラ、ムービー等に着脱可能な交換レンズに適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】本発明の実施の形態１に係るデジタルカメラ１の斜視図
【図２】本発明の実施の形態１に係るデジタルカメラ１の構成例を示す図
【図３】本発明の実施の形態１に係る駆動速度テーブルを説明するための図
【図４】本発明の実施の形態１に係るカメラ本体と交換レンズの情報のやり取りを説明す
るための図
【図５】本発明の実施の形態１に係る交換レンズの動作を説明するためのフローチャート
【図６】本発明の実施の形態１に係るカメラ本体の動作を説明するためのフローチャート
【図７】本発明の実施の形態１に係るカメラ本体の動作を説明するためのフローチャート
【図８】本発明の実施の形態１に係る交換レンズの動作を説明するためのフローチャート
【図９】本発明の実施の形態１に係るカメラ本体の静止画像撮影および動画像撮影に対す
る絞りの変更の違いを説明するための図
【符号の説明】
【００７５】
　１　　デジタルカメラ
　２　　カメラ本体
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　３　　交換レンズ
　２０１　　ＣＭＯＳセンサ
　２０２　　シャッタ
　２０３　　信号処理プロセッサ
　２０９　　フラッシュメモリ
　２１１　　ＣＰＵ
　２１２　　シャッタスイッチ
　２１８　　メモリカード
　３０７　　絞り
　３０８　　絞り駆動部
　３１１　　レンズコントローラ
　３１２　　フラッシュメモリ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】



(15) JP 5347315 B2 2013.11.20

10

フロントページの続き

    審査官  荒井　良子

(56)参考文献  特開２００６－２０８８９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１２００１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－２１５３１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１７７０９９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０３Ｂ　　　７／２０　　　　
              Ｇ０３Ｂ　　１７／１４　　　　
              Ｈ０４Ｎ　　　５／２２５　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

